
平 成 31 年
４月１日
（月曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）
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令
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山
口
県
議
会
事
務
局

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局

山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

部
局
長

組
織
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
及
び
局
長
、
会
計
管
理
局
長
、
議
会

事
務
局
長
、
監
査
委
員
事
務
局
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
長
、
副
教
育

長
並
び
に
警
察
本
部
長
を
い
う
。

第
二
条
第
十
一
号
中
「
予
算
規
則
」
を
「
山
口
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十

五
号
。
以
下
「
予
算
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
知
事
部
局
及
び
会
計
管
理
局
以
外
の
部
局
の
項
中
「
副
教
育
長
」
を
「
主
務
課

長
」
に
、
「
総
務
課
長
、
教
育
庁
に
あ
つ
て
は
主
務
課
長
」
を
「
、
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
40
の
項
を
41
の
項
と
し
、
13
の
項
か
ら
39
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
12
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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13
所
有
者
不
明
土
地

の
利
用
の
円
滑
化
等

に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
30年
法
律

第
49号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定

に
基
づ
く
土
地
等
の

収
用
等
に
関
す
る
事

務

⑴
事
業
の
準
備
の
た
め
の
立
入
り
等
（
法
第
６
条
）

○

○

工
事
関
係

事
務
所

⑵
損
失
の
補
償
の
裁
決
の
申
請
（
法
第
９
条
第
３
項
）

○

⑶
土
地
使
用
権
等
の
取
得
に
つ
い
て
の
裁
定
の
申
請
（
法
第

10条
第
１
項
）

○

⑷
意
見
の
照
会
（
法
第
10条
第
３
項
第
３
号
、
第
４
号
）

○

○

工
事
関
係

事
務
所

⑸
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
裁
定
の

申
請
（
法
第
19条
第
１
項
）

○

⑹
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
裁
定
の
申
請
（
法
第
27条
第

１
項
、
第
37条
第
１
項
）

○

⑺
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
規
定
に
基
づ

く
土
地
等
の
収
用
等
に
関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
二
の
備
考
⚕
中
「16の

項
ま
で
、
19の

項
、
20の

項
及
び
22の

項
か
ら
39の

項

」
を
「17の

項
ま
で
、
20の

項
、
21の

項
及
び
23の

項
か
ら
40の

項
」
に
改
め
、
同
備
考
⚖
中
「21の

項
及
び
40の

項

」
を
「22の

項
及
び
41の
項

」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
三
の
⚒
の
表
中

課・室

「
を

」

課

に
改
め
、
同
表
山
口
ゆ
め
花
博
推
進
室
の
部
を
削
り
、

」

別
表
第
三
の
⚓
の
表
⚑
の
項
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
別
表
第
三
の
⚔
の
表
県
民
生
活
課
の
部
⚒

の
項
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
設
立
の
認
証
（
法
第
10条
第
１
項
）

○

⑵
定
款
の
変
更
の
認
証
（
法
第
25条
第
３
項
）

○

⑶
事
業
の
成
功
の
不
能
に
よ
る
解
散
の
認
定
（
法
第
31

条
第
２
項
）

○

⑷
残
余
財
産
の
譲
渡
の
認
証
（
法
第
32条
第
２
項
）

○

⑸
合
併
の
認
証
（
法
第
34条
第
３
項
）

○

⑹
報
告
及
び
検
査
（
法
第
41条
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
県
民
生
活
課
の
部
⚒
の
項
の
⒄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⒄
⑴
か
ら
⒃
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
環
境
政
策
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
中
「温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
計
画

」
を
「地

方
公
共
団
体
実
行
計
画

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「第

23条
第
⚑

項

」
を
「第

37条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
中
「第

24条
第
⚑
項

」
を
「第

38条
第
⚑
項

」
に
改

め
、
同
項
の
⑷
中
「第

24条
第
⚓
項

」
を
「第

38条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
中
「第

24条
第
⚔

項

」
を
「第

38条
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
部
中
18
の
項
を
19
の
項
と
し
、
14
の
項
か
ら
17
の
項
ま
で
を

一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
部
13
の
項
の
⑵
中
「指

示
措
置

」
を
「汚

染
の
除
去
等
の
措
置

」
に
、
「第

⚗
条
第
⚕
項

」
を
「第

⚗
条
第
10項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
14
の
項
と
し
、
同
部
中
12
の
項
を
13
の

項
と
し
、
⚔
の
項
か
ら
11
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
⚓
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
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４
気
候
変
動
適
応
法

（
平
成
30年
法
律
第
50

号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
地
域
気
候
変
動
適
応
計
画
の
策
定
（
法
第
12条
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
厚
政
課
の
部
⚙
の
項
の
⑾
中
「第

29条

」
を
「第

30条

」
に
改
め
、
同
表
薬
務

課
の
部
⚒
の
項
の
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵
薬
局
の
管
理
者
の
兼

務
の
許
可
（
法
第
７
条

第
３
項
）

別
に
定
め
る
業
務
に
係
る
も

の

○

別
に
定
め
る
業
務
以
外
の
業

務
に
係
る
も
の

○

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
の
⒆
中
「⒅

」
を
「⚧

」
に
改
め
、
同
項
中
⒆
を
⚨
と

し
、
⑾
か
ら
⒅
ま
で
を
⒂
か
ら
⚧
ま
で
と
し
、
⒂
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
兼
務
の
許
可

（
法
第
40条
の
６
第
２
項
）

○

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
中
⑽
を
⒀
と
し
、
⒀
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
の
兼
務
の
許

可
（
法
第
39条
の
２
第
２
項
）

○
保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
中
⑼
を
⑾
と
し
、
⑻
を
⑽
と
し
、
⑽
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑼
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
の
兼
務
の
許
可
（
法
第
35条

第
３
項
）

○

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
中
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
店
舗
管
理
者
の
兼
務
の
許
可
（
法
第
28条
第
３
項
）

○

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
障
害
者
支
援
課
の
部
⚓
の
項
の
⑵
中
「⑴

」
を
「⑴

及
び
⑵

」
に
改
め
、
同
項

中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
を
⑵
と
し
、
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
（
法
第
15条
第
４
項
）

○

山
口
県
身

体
障
害
者

更
生
相
談

所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
障
害
者
支
援
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
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７
療
育
手
帳
に
関
す
る

事
務

⑴
療
育
手
帳
の
交
付

○

山
口
県
知

的
障
害
者

更
生
相
談

所
別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
政
策
課
の
部
中
⚘
の
項
を
⚙
の
項
と
し
、
⚔
の
項
か
ら
⚗
の
項
ま
で
を

一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
⚓
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
全
国
知
事
会
次
世
代

育
成
支
援
対
策
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
関

す
る
事
務

⑴
全
国
知
事
会
次
世
代
育
成
支
援
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
が
行
う
提
言
の
決
定

○

⑵
全
国
知
事
会
次
世
代
育
成
支
援
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
報
告
等

○

別
表
第
三
の
⚖
の
表
労
働
政
策
課
の
部
⚘
の
項
中
「雇

用
対
策
法

」
を
「労

働
施
策
の
総
合
的
な
推

進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中

「⑴

」
を
「⑴

及
び
⑵

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
を
⑵
と
し
、
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

⑴
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
意
見
の
申
出
（
法
第
10条
第

４
項
）

○

別
表
第
三
の
⚖
の
表
労
働
政
策
課
の
部
20
の
項
を
削
り
、
別
表
第
三
の
⚘
の
表
農
村
整
備
課
の
部
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
農
業
用
た
め
池
の
管

理
及
び
保
全
に
関
す
る

法
律
（
平
成
31年
法
律

第
17号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
（
法
第
７
条
第
１
項
）

○

⑵
特
定
農
業
用
た
め
池
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
行
為
等
に
つ
い
て
の
協
議
（
法
第
８
条
第
３

項
）

○

農
林
水
産

事
務
所

山
口
県
下

関
農
林
事

務
所

⑶
代
執
行
（
法
第
11条
第
１
項
）

○

⑷
報
告
徴
収
及
び
立
入
調
査
（
法
第
18条
第
１
項
、
第

２
項
）

○
農
林
水
産

事
務
所

山
口
県
下

関
農
林
事

務
所

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
森
林
企
画
課
の
部
⚑
の
項
中
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
削
り
、
⑼
を
⑹
と
し
、
⑽
を
⑺

と
し
、
同
項
の
⑾
中
「⑽

」
を
「⑺

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
を
同
項
の
⑻
と
し
、
同
部
中
⚕
の
項
を
⚖

の
項
と
し
、
⚒
の
項
か
ら
⚔
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
⚑
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

四
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２
森
林
経
営
管
理
法

（
平
成
30年
法
律
第
35

号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
)の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
の
経
営
管
理
権
の
市
町
へ

の
集
積
に
つ
い
て
の
裁
定
（
法
第
19条
第
１
項
）

○

⑵
所
有
者
不
明
森
林
の
経
営
管
理
権
の
市
町
へ
の
集
積

に
つ
い
て
の
裁
定
（
法
第
27条
第
１
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
監
理
課
の
部
⚑
の
項
の
⑿
中
「⑾

」
を
「⑿

」
に
改
め
、
同
項
中
⑿
を
⒀
と

し
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾
と
し
、
⑼
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑽
報
告
及
び
検
査
（
法
第
31条
第
１
項
）

◎

別
表
第
三
の
⚙
の
表
監
理
課
の
部
中
10
の
項
を
11
の
項
と
し
、
⚙
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。10

所
有
者
不
明
土
地
の

利
用
の
円
滑
化
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
意
見
の
聴
取
（
法
第
11条
第
２
項
、
第
３
項
）

○

⑵
土
地
使
用
権
等
の
取
得
に
つ
い
て
の
裁
定
申
請
の
却

下
（
法
第
12条
第
１
項
、
第
２
項
）

○

⑶
土
地
使
用
権
等
の
取
得
に
つ
い
て
の
裁
定
（
法
第
13

条
第
１
項
）

○

⑷
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
裁

定
（
法
第
19条
第
３
項
）

○

⑸
裁
定
の
取
消
し
（
法
第
23条
第
１
項
)

○

⑹
原
状
回
復
命
令
等
（
法
第
25条
第
１
項
、
第
２
項
)

○
⑺
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
裁
定
申
請
の
却
下
（
法

第
29条
第
１
項
、
第
２
項
)

○

⑻
裁
定
手
続
の
開
始
の
決
定
（
法
第
30条
第
１
項
）

○

⑼
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
裁
定
（
法
第
32条
第
１

項
）

○

⑽
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
道
路
整
備
課
の
部
⚑
の
項
の
⒃
中
「措

置
命
令

」
を
「措

置
命
令
等

」
に
、

「第
⚔
項

」
を
「第

⚔
項
、
第
⚖
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⚩
中
「第

50条
第
⚕
項

」
を
「第

50条
第
⚗

項

」
に
改
め
、
同
表
港
湾
課
の
部
⚑
の
項
の
⑺
中
「第

⚔
条
第
⚗
項

」
を
「第

⚔
条
第
10項

」
に
改

め
、
同
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⚦
中
「許

可
（
法
第
43条

第
⚑
項
）

」
を
「許

可
等
（
法
第
43

条
第
⚒
項
第
⚑
号
、
第
⚒
号
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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